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はじめに

県営住宅は、国と県とが協力して住宅に困っておられる方々のために、税金を使って建設した住宅

であり、県民の貴重な財産です。そのため、一般の賃貸住宅とは違って使用に際していろいろな制限

や注意しなければならないことがたくさんあります。したがって、入居者の皆さんは、これらのきまりを

守っていただき、住宅を大切に使用していただかなくてはなりません。

また、皆さんが楽しく気持ち良く生活ができるかどうかは、入居者一人ひとりの心がけ次第です。お

互いの協力によって、住みよい団地にしていただくようお願いします。

この住まいのしおりは、県営住宅にお住まいになるにあたっての手続き方法や注意すべき事柄を

まとめたものです。お手元において必ずお読みください。




